
2020 年 6 月 1 日 

株式会社産業革新投資機構 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応について 

 

 

5 月 25 日付で、首都圏を含む緊急事態宣言の解除が決定されましたが、株式会

社産業革新投資機構では、テレワークで可能な業務はテレワークを継続してい

くことといたします。 

 

今後も弊社は、感染拡大抑止と社員の安全確保を最優先に、政府及び東京都の方

針に基づき、迅速に対応を実施してまいります。 

 

ご不便等おかけすることになりますが、関係者の皆様におかれましては、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

以上 


